
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
係
参
考
法
令
（
そ
れ
ぞ
れ
抜
粋
）

「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」 

（
利
用
範
囲
） 

第
九
条 

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
そ
の
他
の
行
政
事
務
を
処
理
す
る
者
（
法
令
の
規
定

に
よ
り
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
て
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
お
い
て
個
人
情
報
を
効
率

的
に
検
索
し
、
及
び
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
受

け
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。 

（
第
２
項
～
第
５
項
省
略
） 

別
表
第
１ 

三
十
三
の
二 

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
：中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
に
よ
る
退
職
金
、
解
約
手
当
金
又
は
差
額
の
支
給
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

「
同
法
別
表
第
１
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令 (
総
務
省
令)

」

第
二
十
四
条
の
四
法
別
表
第
一
の
三
十
三
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）第
三
条
第
一
項
の
退
職
金
共
済
契
約
若
し
く
は
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
特
定
業
種
退
職
金
共
済
契
約
の
申
込
み
の
受
理
、
そ
の
申
込
み
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
込
み
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務 

二

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
に
よ
る
退
職
金
等
又
は
差
額
の
支
給
を
受
け
る
権
利
に
係
る
請
求
等
（請
求
、
申
出
、
届
出
又
は
報
告
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）の
受
理
、
そ
の
請
求
等
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
等
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務 

三

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
に
よ
る
退
職
金
等
又
は
差
額
の
支
給
に
関
す
る
事
務 

四

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
十
一
条
（同
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）の
退
職
金
等 

の
返
還
に
関
す
る
事
務 

「
住
民
基
本
台
帳
法
」 

（
国
の
機
関
等
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
） 

第
三
十
条
の
九  

機
構
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は
法
人
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
求
め
が

あ
つ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
十
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
保
存
す
る
本
人
確
認
情
報
で
あ
つ
て
同

項
の
規
定
に
よ
る
保
存
期
間
が
経
過
し
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
」
と
い
う
。）
の
う
ち
住
民
票
コ
ー
ド
以
外
の

も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
の
機
関
又
は
法
人
が
番
号
利
用

法
第
九
条
第
一
項 

の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。  

別
表
第
１ 

六
十
三
の
二 

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
：中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
に
よ
る
同
法
第
十
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
二
項
若
し
く

は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
退
職
金
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
三
項
の
解
約
手
当
金
又
は
同
法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
差

額
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

「
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
」 

（被
共
済
者
が
退
職
し
た
場
合
の
届
出
） 

第
七
十
二
条 

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
被
共
済
者
が
退
職
し
た
旨
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一

共
済
契
約
者
の
氏
名
又
は
名
称 

二

被
共
済
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
（行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
） 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%8e%b5&REF_NAME=%94%d4%8d%86%97%98%97%70%96%40%91%e6%8b%e3%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%8e%b5&REF_NAME=%94%d4%8d%86%97%98%97%70%96%40%91%e6%8b%e3%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%8e%b5&REF_NAME=%94%d4%8d%86%97%98%97%70%96%40%91%e6%8b%e3%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000900000000001000000000000000000

